
論
策147巻 第4・5・6号

社 会 統 言1.学の 「外 敵 」 と 「内 敵 」(1)・・・….・… 『… ・… ….・長

外 国 人 労 働 者 の 労 働 条 件 ・・・・… … ・… ・・.・.…… ・一・・….… … 久

マ レー シ ア の 石 油 権 益 に お け る 連 邦 と 州 の 対 立(1>… 中

地 方 財 政 統 制 手 段 と し て の 地 方 交 付 税 ② ・・… ・… ・… ・・李

1930年 代 の 朝 鮮 に お け る 都 市 の 構 築 と生 成 ・… … … ・・… 松

カ ル ドア の 市 場 理 論 と 価 格 論 … ・・・・… … ・・・・・・・・・・・・・・・・・… 服

自 由 貿 易 体 制 下 の 英 国 糖 葉(1)・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・ … 大

世 紀 転 換 期 英 国 に お け る地 価 課 税 運 動(1>・ ・… ・・・・… … 藤

組 織 に お け る 人 格 の 分 裂 と 統 合 の メ カ ニ ズ ム ・・… … … ・磯

生 活 保 護 人 員 経 費 低 下 の 促 進 要 因 と し て の

行 政 メ カ ニ ズ ム ・… … … … ・… … ・・… … … … ・… … ・・一 ・

学 会 記 事

1

31

56

66

83

期

"

餅

鵡

勝

夫

二

均

達

幸

穣

哉

人

政

憲

健

昌
.

茂

一

和

屋

本

島

永

部

沼

原

村

田 中 き ょ む165

平 成3年4・5・6月

:東郷 大 學 経 …齊 學 會



経済論叢(京 都大学)第147巻 第4・5・6号,1991年4・5・6月

世紀転換:期英国における地価課税運動(1)

藤 原 哉

1は じ め に

1979年 以 来 の保 守 党政 権 の 公 約 に基 づ い て 英 国で は従 来 の 地 方 税 レイ ツが廃

止 され た。 この レイ ツは 賃貸 家 賃 の年 価値 を課 税 ベ ース と して居 住 者 に課 せ ら

れ てい た。 レイ ツ改 革 は 幅広 く議 論 さ れ て,結 果 と して は成 人 以 上 のす べ て の

人 々 に一 律 に課 税 さ れ る コ ミュニ テ ィ ー ・チ ャ ー ジ に取 って 代 わ られ た。

さて,地 方 税 の 中核 た る土 地税 制 の あ り方 に つ い ては,労 働 者 の住 宅 問 題 の

深刻化を背景にして19世 紀後半から様 々な場で議論されてきた。A.R.プ レス

トは1980年 代初頭までの約百年間の都市の土地税制 を検討 した著書において,

土地の資本価値を課税ベースとして土地所有者 に課税するという地価課税を推

奨 しているD。 第二次大戦後の英国でもほとん ど論及されず,ま た論及されて

も否定的に紹介されてきた2,こ の地価課税の源流を明らかにしてその意義を見

1)A.R.Prest,Thetaxationofu:1)9R且and,1981.

2)レ イフ,r一 ル ド委員会は,「 地 方政府の資金調達」(Loca且G。vern皿enヒFinance)と 題す る報

告書 を1976年5月 に議会に提 出 している。 その本文では地価課税に ついて次 の ように論 じられて

い る。 「地 価課税(sitevaluerating)を ま各 々の土地 が最 も利益の 出るよ うに開発 され,利 用 さ

れ る と仮定 した下 での市場地代 に対す る課税 であ り,長 年にわた り論 じられ て きた。 通常それは

レイ ツの代替物 とい うよりもその補完物 と考 え られ てい る。長期賃貸 によって引 き起 こされ る地

主に対す る制限 その他の障害物 を克服す るこ とが地価課 税の主要困難で ある。 それ は全国の土 地

登記 が必要 となる。また土地 の各区画 につい ての許可 された開発に関す る正確 な認識 が必 要 とな

るが,近 年詳細 な開発 計画が構 造計画に取 って代わ られ て,開 発 の概 略的方針 と包括的 な地方 計

画を示すの みで あるので,そ の ような認識は ます ます困 難 とな っている。開発価値が地方 当局 に

よって実現 され うると侃寇 する コミュ`テ ィー土地法が成立 した現在 では地価課税は考慮す るに

値 しない。」LocalGovernmentFinanceReportofTheCo皿mitteeofInquiryCmnd.6453

1976.p.170,

さ らに同報告 の付録21で は詳 しく論 じられ ていて,大 要は以下 の とお りである。 まず序 では地

方支 出の資金調達 のために地価 課税が適切かっ実現可能 であるかど うかを本付 録で論 じること,

地価 課税は現行 レイツ と対照的 に土地の潜在 的市場価値 に対 して地主 に課 す こと,世 紀転換期/
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極めることは,1990年 代の我が国の土地住宅問題を考察す る上でなにがしか

の貢献 をなし得 るであろう。さらに国民経済上資本蓄積,金 融構造,地 域経済

生活様式等に大 きな影響 を相互作用 しあう住宅経済 ・土地経済の視点に新たな

知見を加えたい。しかし,本 論文はそのための序論的な作業であ り.当 時の地

価課税 をめ ぐる議論 を整理するにとどまる。

IIア ル フ レ ッ ド ・マ ー シ ャル の見 解

A,マ ーシャルは主著 『経済学原理』初版を1890年 に刊行 してお り.補 足G

で 「地方税 レイツの帰着 と政策提言」 と題 してこの問題 に言及している。さら

に,1897年 には 「地方税に関する王立委員会」の質問に回答している。以上の

二つを中心に彼の土地課税論を検討す る。

『経済学原理』補足Gに おいて当時の土地住宅問題全般について,「 富裕な

人々が過密地域から閑静でファッショナブルな郊外へ移住する傾向」や 「投機

＼ 以来,地 価課税 はかな り議 論 され,7ィ ール ド調 査 も行 われ,ま た議会や政府 の委員会 で も論 じ

られ提案 もおこなわれ たが,結 局は実現 され なかったこ とが指 摘 されてい る。

次 に,地 価課 税の根 拠 として,第 一 に地方収入 の新 しい源泉,第 二 に土地の効率的利用 の促進,

第三 にコ ミュニテ ィーによ って作 られた未実現 の土地価 偵を コ ミュニテ ィーに返還す る手段 な ど

が主張 され て きたが,1975年 の開発土地税 とコ ミュニテ ィー土地法 によって状況が変わ り,国 税

レベ ルで開発価 値に課 税 し,補 償 も 「経常使 用」価値 に基 づ くとされたので,地 価 に地方税 を課

す とい うこ とほ 適切ではな くな った。 また,こ のよ うな事 情以 前にその原則に対す る強力 な反対

や実務上の かな りの困難 も存在 してお り,長 期的 にそれ が定着 す る見込みはな いと述 べられ てい

る。

さ らに主 な論 点 として,④ 地価課税が少数 の地 主に課 され.そ の地主が課税 当局 の自治体 内に

居住 してい る とは限 らない し,そ の税は地代 に転嫁 され る恐れ があ り,地 方課税 と代表 との結び

付 きが弱 ま 匂,財 政責任 を促進す るこ とには ならないので,地 方税 制 としては推 し難 いこ と。(ロ)

地価 の評価 は土 地利用が許可 されてい る とい う前提 の下 に行われな ければ な らないが,計 画 の方

針が変わ るとそ の評価 も修 正 され るので,課 税ベ ースの構造が一般 的 に不確実 で変化 しやすい と

言 える。 また土 地売買の事 例が各地域 に分散 して一貫 した評価がで きるかが疑 問であるので,地

価課税 は地 方税 収の堅固な あるいは予想可能 な手段 とはな らない、の税務行政上 も,す べての土

地取引 の公的 な記録はかな りの業務量 にな り,そ の完 成 まで何 年 もかか るこ と,土 地 利用に関 し

て地主 にか な りの制 限が加 えられてい るので,潜 在的地 価すべてに課税す るこ とは不 公平 である

こと,地 価課税 の実施 に関する実態調査 がもっと必要 である ことな どが指摘 されている。Ibid.,

pp.437-440.

以上 の論理展 開を受 けて,レ イ フィール ド委員会 は 「開発土 地税 とコ ミ二二テ ィー土地法 は地

価課税 の根拠 を崩 した。 またそれは地方収入 を徴収 する手段 として は不適切 である」(lbid.,p.

440)と 結 論 してい る。
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的 建 築 業 者 」 の存 在 を認 識 して い た 。 そ して,都 市 の外 延 的 拡 張 に対 処 す るた

め の土 地 建 物 課 税 の在 り方 に つ い て 次 の よ うに論 じて い る。 「い ま だ農 地 で あ

り,か な り少 な い純 地 代 を稼 ぐだ け の 土 地 で あ って も,そ れ が 成 長 しっ っ あ る

都 市 の近 くに あれ ば.そ の土 地 は価 値 あ る資 産 で あ る。 なぜ な らそ の土 地 の将

来 の 地 代 は そ の± 地 の資 本 価 値 を反 映 し,さ らにそ の 土 地 の 所 有 は 貨 幣 地 代 以

外 の 満 足 を もた らす か らで あ る。 この場 合 そ の 賃 貸価 格 に レ イ ト課 税 して もそ

の 課 税 は 不 十 分 で あ り,資 本 価 値 を評 価 して い な い の で は ない か とい う問 題 が

生 ず る」8)。つ ま りマ ー シ ャル は こ こで土 地 の 資本 価 値 へ の 課 税 を提 唱 して い る。

これ が 彼 の 地価 課 税 の エ ッセ ン ス で あ る。 彼 は続 い て そ の よ う な課 税 の もと で

は土 地 の 資 本価 値 を実 現 す るた め に土 地 の都 市 的 利 用 が行 わ れ て建 築 用 地 に転.

換 され,そ の 賃 貸 料 は 低 落 す る の で,そ の土 地 の 「公 共 的価 値 」 の 一部 は借 地

人 や 借 家 人 に ま で 恩 恵 に あ ず か る と して,市 当局 の都 市 計 画 の重 要 性 を指 摘 し

て い る。 さ らに 当 時 の 地価 課 税 論 につ い て,「 最 近,注 目され て きた提 案 と し

て,レ イ ツ を地 価(sitevalues)に 課 す とい う もの が あ る。 ・・・… これ は集 積 を

す す め,有 利 な地 区 の総 地 価 を増 大 させ るで あ ろ うが,他 方 支 出 も増 え るの で,

純 地 価 は 非 常 に低 い もの とな ろ う。 そ れ ゆ え全 体 と して 人 口が 集 中す る か否 か

は 明言 しが た いが,空 地 で も重 課 税 され る郊 外 にお い て は 活 発 に建 築 が行 われ

るで あ ろ う。」4)

この よ うに彼 は 地価 課 税 が 都 市 的 地 域 の拡 張 とい う歴 史 的 趨 勢 に合 致 した も

の で あ る と認 識 しつ つ も,無 政 府 的 な土 地 利 用 を 防 ぐた め の公 的 な都 市 計 画 や

建 築 規 制 の必 要性 を認 め,そ の た め の支 出 が地 価 課 税 に よ る税 収 か らお こ なわ

れ る べ きで あ る と考 えて い た の で あ る。

さ らに政 策 に関 わ って,「 地 価 に関 して は 都 市 で あ ろ うが な か ろ うが,す べ

ての 土 地 が そ の 固有 の 地価 を持 って い る と見 なす べ き で あ る。 … … そ して そ の

3)A.Marshall,PrinciplesofEconomics8thed.,1930.p.799.

4)Ibid.,p.800.



世紀転換期英国における地価課税運動(1)(259)137

資 本価 値 に普 遍 的 に課 税 す る,塑 と して,税 の 賦課 と支 出 に 関 して 投 票権 を も

って い る者 には す べ て課 税 す る ほ うが よい と して い る。 もち ろん その 課 税 は 累

進 税 が 想定 され てい るが,地 方 財 政 自主 権 と租 税 民 主主 義 の 発揮 を考 慮 した 政

策 提 言 であ る と言 え よ う。

次 に マ ー シ ャル の 地 価 課 税 論 と して検 討 す る対 象 は,「 地 方税 に関 す る王 立

委 員会 」 に対 す る彼 の メ モで あ る。 こ の委 員会 は 「地方 の諸 目的 の た め に 徴税

が行 わ れ て い る現 行 制 度 を調 査 し,す べ て の種 類 の 実質 的 か つ個 人 的 資 産 が そ

の よ う な税 に平 等 に 貢 献 して い る か ど うか を報 告 し,そ して も しそ うで な い の

な らば,そ うす るた め に法 の どこ を修 正 す るの が望 ま しい か を報 告 す る こ と」

を 目的 と して,1898年 か ら1901年 ま で に合 計11の 報 告書 が 出 され て い る。 彼 の

メモ は 「国税 と地 方税 の 分 類 と帰 着 に 関す るメ モ」 と題 され,1899年 に刊 行 さ

れ た報 告 書 に収 録 され て い る。

委 員会 は1887年 秋 に15の 質 問 を専 門 家 に行 っ て い る。 土 地 課 税 に 関 わ る質 問

は第4以 下 で あ り,そ の 内容 は,問4「 そ れ ぞれ の税 や 課 税 対 系 の公 平 を 考 察

す る際 に どの よ うな 検 証 を行 えば よい か」,問5「 課税 の 初 歩 的 あ るい は 明 白

な帰 着 とは 区別 され る真 の帰 着 の 問 題 につ い て」,問6「 次 の 諸 税 の 真 の 帰 着,

(a)家屋 税,(b)住 宅 や 産 業 施 設 に対 す る レ イ ツ,(c)農 地 に対 す る レイ ツ,(d)不 動

産 取 引税,(e)商 業 利 潤税,(f)相 続 税,」,間7「 中央 政 府 に よ って 徴収 され る課

税 対 象 とは区 別 され う る よ う な,地 方 で徴 収 され る課 税 対 象 の規 準 の枠 組 み は

可 能 で あ る か」,問8「 中 央 と地 方 の支 出 の種 類 は分 け られ るべ きか,ま た 地

方 支 出 は部 分 的 に中央 政 府 に よ っ て負 担 され る べ き か」,問9「 地 方 レ イ ツ は

地 主 と占有 者 との 間 で分 割 され るべ ぎか ど うか,も しそ うで あれ ば,ど の よ う

な割 合 で分 割 す べ きか」,問10「 地 価(groundvalues)は 地 方 目的 に沿 っ て別

々 に レ イ ト課 税 され るべ きか,も しそ うで あれ ば,ど の よ うな原 則 で レイ ト課

税 す る のか 」,問11「 地 主 に よ って 取 得 され る地 代 は次 の事 情 に よ って ど の よ

うに,ま た どん な方 式 で影 響 を うけ るか,(a)従 来 の レイ ツの 増 加,(b)新 レ イ ツ

5)Ibid.,p.804.
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の賦 課,(c)レ イ ツの 削減 あ るい は 廃 止」,問12「 占有 者 が レ イ トを支 払 う と,

地 代 か ら全 部 あ るい は一 部 を 差 し引 く こ とが で きる のか(ち なみ に所 得 税 で は

可 能 … … ス ケジ ュー ルA)問13「 レイ ト課 税 不 動 産 の地 代 に対 す る効 果 は 何 か,

(a)不動 産 価 値 に比 例 した税 の 格 差,(b)不 動 産 の 性 格 に応 じた 税 の格 差 」,問14

「地 方 目的 の た め の収 入増 額 の 方法 ぱ あ るか,レ イ ト以 外 で もよ い」,問15「 そ

の他 御 意 見 」 で あ るω。

マ ー シ ャル の 回答 は お お よそ 次 の 通 りで あ っ た。(間4に 対 して)累 進 課 税

が 公 平 で あ る。 所 得 が課 税 シス テ ムの 最 良 の基 盤 で あ るが,そ れ は多 くの 欠陥

を有 す る。 例 え ば貯 蓄 に課 税 す る こ とで あ るが,こ れ は 支 出 に課 税 す るこ とに

よ って 克 服 され る。 しか し これ もま た 固有 の 欠 陥 を有 す る。

(問5に 対 して)土 地 の耕 作 や建 築 を阻 害 す る よ うな 税 は 土 地 か ら の生 産 物

の 消 費 者 や 建 物 使 用者 に転 嫁 され る傾 向 が あ り,も し建 物 が なん らか の産 業 に

用 い られ て い れ ば,さ らに そ の産 業 の生 産 物 の 消 費 者 に転 嫁 され る。 しか し土

地 の 年 価 値 に対 す る税 は 地 主 に は課 せ られ ない。 土 地 の年 価 値 は 土 地 の 「固有

の価 値」 と呼 ば れ て い るが,そ の価 値 の大 部 分 は人 間 活動 の結 果 であ るの で,

そ れ は 「公 共 的 価 値 」 と呼 ば れ る のが 正 確 で あ ろ う。 個 々の地 主 に よ る労 働 や

支 出 に よ る価 値 を 「私 的 価 値 」 とす れ ば,「 公 共 的 価 値 」 へ の課 税 は耕 作 者 の

耕 作意 欲 や 建 築 者 の 建 築 意 欲 を減 退 させ る こ とは な い。 土地 か ら引 き出 され る

所 得,す なわ ち土 地 の 「公 共 的 価 値 」 か ら引 き出 され る それ は地 代 で あ って,

そ の 額 は需 給 とい う一 般 的 市 場 関 係 に よ っ て支 配.され て い る。 それ ゆ え地 代 へ

の課 税 は地 主 の 行 動 を変 更 させ ない 。 他 方,土 地 改 良 か ら得 られ る所 得 へ の課

税 は 改 良意 欲 を減 退 させ るの で,長 期 的 には 生 産 コス トを上 昇 させ る。

(問6のaに 対 して)建 物 は 土 地 か ら離 れ る と実 際 に は価 値 を持 た な い が,

建 物 を取 り除 か れ た 土 地 は 価 値 を有 し,そ れ は資 産 の 「地 価 」(sitevalue)と

呼 ばれ る。 これ は 土 地 の 「公 共 的 価 値」 と同 義 で あ る。 た だ しこれ は地 主 に よ

る改 良 の価 値 を 除 外 した もの で は あ るが 。

6)J,M.Keynes,ed.,0伍c…alPapersbyAlfledMarshall,1926,PP.329-330.
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(間6のbに 対 して)建 物価値への レイツは賃借人に課せられ,そ れは人 口

と産業を追い払 う効果がある。投機的建築業者へのレイト課税は大した打撃 と

はならず,む しろ実際には彼 らを富ませている。レイツの均等化,す なわち優

良地からレイツを取 り除き,劣 等地の レイツを引き上げることは地価総額を増

大 させる。

(問6のcに 対 して)農 村住民はふつう考 えられているほ どには負担付きレ

イツを課せられてはいない。農地への課税のいかなる免除も所有者に対する公

共資産の贈 り物 である。土地はその十全な賃貸価格においてレイ ト課税されて

いても過小評価 されやすい。それゆえそれは資本価値にもとづいて課税価値評

価が行われ るべきである。

(問6のdに 対して)土 地 と建物の移転に対する重税は自らの義務 を借地者

によって行 えない地主の手元に資産を握 ってお くという相続法を援助する。

(問6のeに 対して)利 潤への課税の帰着は幅広 くかっむ らな く拡散される。

このためにイングラン ドにおける動産や個人資産か ら得 られ る所得は非常 に少

ない。

(間6のfに 対して)あ る種の資産に対す る特別相続法は法的移転 に課せら

れ,資 産価値を減ずる。 もしそれが土地の 「公共的」価値で評価 され るならば

そのような税は生産に影響をおよぼさず,ま た もしそれが農業用建築物で評価

されるのであれば,そ れらは資本投資の特殊形態に対す る差別的税であって,

生産を減少 させ部分的にはコミ二二テ ィーに帰着す るであろう。

(問7と 問8に 対 して)現 在の地方政府の機能に限界を定めることに反対で

ある。地方政府は公共善に関する トラブルに対処す る意図と気概 をより多く持

つ ようになるであろう。 また地方 目的に対 して中央の税源を配分することに反

対である。

(間9,10,11,14,15に 対して)救 貧法 と土地課税の歴史を詳細に振 り返

ると,レ イツの負担 を土地改良 ・開発の行動か ら自然の無料の賜物の一部 を私

的に利用するために保有するという特権へと移転することが望ましい。土地の

i
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公 共 的価 値 あ るい は地 価部 分 は 地 主 に よ って 負担 され,残 りの価 値 部 分 は 借 地

者 あ るい は そ の顧 客 に よ って 負 担 せ れ る で あ ろ う。 そ して この 結 果 は 地 代 か ら

す べ て の あ るい は 半分 の レ イ ッ を差 し引 く こ とを借 地 者 に認 め る法 律 に よ って

影 響 を受 け な い。 旧来 の レ イ ツ に関 して言 え ば,公 平 は上 記 の分 割 に よ って で

は な く.公 共 価 値 あ るい は 地価 の 特 別 課 税 評 価 に よ って達 成 され るで あ ろ う。

地 方 レイ ツ改 革 に あ た って は 中 央 政 府 か らの援 助 や 統 制 が増 大 せ ず,各 地 方 政

府 が そ の地 域 の責 任 と権 限 を持 つ よ うにす べ きで あ る7)。

以 上 が マ ー シ ャル の 「地 方税 に関 す る王 立 委 員 会」 に対 す る 回答 の大 要 で あ

る。 彼 のr経 済 学 原理 』 とあ わ せ て 検 討 して み る と,彼 は土 地 の資 本 価 値 へ の

課 税 を主 張 し,そ れ に よ って地 価 下 落 と末利 用 地 の活 用 が あ た らされ る こ と,

土 地 の資 本 価 値 とは土 地 の公 共 的価 値 の こ と で あ る こ と,土 地 の資 本 価 値 へ の

課 税 は経 済 的 に中 立 で あ り,地 主 に よ って 負 担 され,残 りの価 値 部 分 は借 地 者

あ る いは その 顧 客 に よ って 負担 され る こ と,そ して これ らは地 方 自治 を発 展 さ

せ る こ と な どを主 張 して い た。

1111901年 地方税に関する王立委員会最終報告における地価課税論

表1の 地 価 課 税 を め ぐ る略年 表 に よれ ば,19世 紀後 半 か らの問 題 提 起 を受 け

て本 格 的 に議 論 され た と思 われ る もの は,前 節 で言 及 した1901年 の 「地 方 税 に

関 す る王 立 委 員 会 」 最:終報 告 と19ユ4年 の 「地 方税 に関 す る専 門 別 委 員 会」 最 終

報 告 であ ろ う。 そ こで本 節 で は 前者 を,次 節 で は 後者 を取 り上 げ る巳)。

7)Ibid.,PP.336-364.マ ー シャルは1909年 に も1地 方税 に関す る省 内委員会」 の 「土地価値は

地方 目的のために分離 して課税 されるべ きか,ま た そうで あれ ば,ど のよ うな原則に基づいて課

税が行 われ るべ きか」 という質 問におお よそ次の よ うに回答 している。 「救 貧 目的のた めに予備

的 レイ ツが農地の公共的価値 に課 せ られるべ きで ある。税率は土地 の資本価 値1£ あた り1ペ ニ
ー とし,国 庫 に公的所得 として貯 える。 資本価値 が1エ ーカーあた り300£ 以上 の土 地 には農地

よ りも重 い救 貧 レイ ツを課す。首都圏公 園協会 な どの私的団体 の支 出や レイ ツか らの都市改良支

出は地 主に対 する富の無償の贈 り物 である 。」LandTaxation,Cd.4845,1909.p.60.

8)地 価課税 運動 をめ ぐる政治状況 は興 味深い。例 えば,ユ891年 の全国 自由党 連合 第14回 年次大会

で全 自治都市 における 「敷地評価課税」 を含 む綱領 が承認 され た。若松繁信,「 イギ リス自由主

義 史研究」第5章,1991年 。 さらに,地 価課税 推進 の立場 で:LandandLibertyと い う雑 誌 も

発行 された。
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表1地 価課税を め ぐる略 年表

事:項 内 容
地方 歳出を どの
層程度 まかな うか 課 税 ベ ー ス 税 率

労働者住宅 に関
す る王立委 員会

都市保有地 に関1886
す る選 抜委 員会

レイ ト制度を再編成 し
て空地を住宅地 にす る

地 代に課 税 して地主 も
レイ ツを負担す る

1892同 上 不 同意

地方税 に関す る 地価 課税 に対 して多数派(少 数派)全 部 年 価値1901
王立委 員会 最終 は反対

,小 数派 は賛成(分 離報告)一 部報告

議会 によ
って定 め
る

1899

同

同上 に対す るロ
ン ドン県 の証言

国税 と地方 税に
関す るメモ

地 価 課税 につ いて マ ー
シ ャル らは 賛 成,キ ャ

ナ ン らは 反 対

一 部
資 本価値6d.in£

1901ロ ン ドン県 の地

価 課 税 法 案

一 部 年価値 2s.in£

1902ト レヴ ェ リァ ソ

氏 の 法 案

一 部 年価値 2s.in£

1903'マ クナ マ ラ氏 の

法 案

一 部 資 本価値id.in£

ト レ ヴ ェ リ ア ン1904

・ブ ル ー ナ 一 法1905

案

一部 も
地

壇
良
率

良
攻
同

改
未
も

3
れ

の
さ

値
義
値

価
定
価

本
と
年

資
%

た

1905
土 地 価 値 税(ス
コ ッ トラ ン ド)

法 案

一 部

難 断絶 £
1906同 上に関す る選

抜委員会
全部 年価値

ユ912地 方税省内委員 外国 での地価課税 の詳細
会中間報告

1914同 上 最終報告 は奄篠 製 織 錆 ごk蝋 派)一部
たが,多 数派 は反対

資本価値

1914予 算 演 説 1909-10年 財政法を基 に
地価課税を公約

1921マ ソ チ ニ ス タ ー一

法 案

ウエ ジ ウ ヅ ドの1932

法 案
マ ク ラー レンの1937

法 案

1938一 目ン ドン県 の法

1939案

一 部 5
れ

の
さ

値
義
値

価
定
価

本
と
年

資
%
た

全部 または一 部 資 本価値

年価値

一 部 年価値 2s.in£

出所)MinistryofHousingandLocalGovernmentScottishHomeDoperしment,TheRating

ofSiteValuesReporto正theCommiヒteeofEnquiry,1952,Ch.IIよ り作 成
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① 多 数 派報 告

第9章 「土 地 価 値 に対 す る レ イ ト課 税」 で は 以 下 の よ うに論 じ られ て い る9》。1

土 地 と建 物 を分 離 して課 税 評 価 せ よ とい う提 案 が され て い るが,こ れ は支 持

しが た い。 なぜ な らば,レ イ ト課 税 法 の もとで 課 税 評 価 され る資 産 の純 年 価 値

は 土 地 と建 物 の価 値 を 含 み,た い て い の 場 合 は 占有 者 の支 払 う実 際 の賃 貸 料 の

基 礎 とな って い るか らで あ る。 ま た 土 地 の 分 離 的 課 税 評 価 に つ い て は そ の 実 行

可 能 性 と費 用 に つ い て 詳細 に 検 討 され るべ き で あ る。 例 え ば ロ ン ドン県 当 局 の

ア シ ス タ ン ト評 価 者 で あ るハ ーバ ー氏 は 「首 都 圏 に お け る土 地 と建 物 との分 離

的 評 価 は 実行 可能 で あ り,最 初 の それ は 何 らか の 困難 や費 用 を伴 うの は 当然 と

して も,二 回 目以 降 の 課 税 評 価 は 比 較 的 容 易 か つ安 価 に し うる」 と考 えて い た 。

ま た下 院 議 員 の フ レ ッチ ャ ー ・モ ウ ル トンは土 地 と建 物 の分 離 的 課 税 評価 は 可

能 で あ る と考 えて い た 。 す なわ ち 「私 の経 験 で は評 価 員 は 都 市 の 土 地 そ れ 自体

をい つ も評 価 し うる し,そ の用 意 もあ る。 さ らに 多 くの場 合,彼 らは そ の よ う

に 評価 す る こ と を好 ん で い る。」

他 方,数 多 くの 評 価 員 は土 地 と建 物 の分 離 的 課 税 評価 が 実 際 には 困 難 を伴 う

と考 えて い る。 ま た レイ ト課 税 標 準 に年 価 値 に 代 えて 資 本 価 値 を導 入 す る こ と

に反 対 す る者 もい る。 例 え ば課 税 評価 協 会 会 長 の ビガ ー ズ氏 は,「 も し建 物 が

適 切 な状 態 に あれ ば,⊥ 地 と建 物 は 分 離 的 課 税 評 価 され るべ きで あ るが,そ う

では な い な らば それ は 困難 とな り,二 重 評 価 を招 来 す るの で矛 盾 も生 じ る。」

多 数 派 報 告 は 同様 の 見解 を続 け て 挙 げ て い る。 そ の中 で分 離 的 課 税 評 価 の 困難

性 の 内容 とLて,賃 借 保 有 権 の地 代 が 比 較 的 大 き く,た ん な る生 の土 地 の価 値

の み では な く建 物 へ の最 初 の課 税 も代 表 して い る点 が 指 摘 され て い る。 この場

合 も し自 由保 有 権 者 が全 て の地 代 を受 け取 る とす れ ば 賃 借 の も とに取 っ て置 く

分 は 評 価 され る こ とを好 ま な い で あ ろ う。 しか し賃 借 にお い て は 後 者 が 評 価 な

の で あ る。 さ らにバ ー ミンガ ムの 土地 担 当 者 で あ り課 税 評 価 員 で あ る マ シ ュー

ズ氏 は 「土 地 と建 物 の分 離 的 課 税 評 価 は 可能 で あ るが 実 際 的 で は ない 。 なぜ な

9)RoyalCommissiononLocalTaxation,FinalReport,ユ90ユ,PP.39-44.
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らぼ それ は土 地 の最 も生 産 的 な利 用 につ い て 調 査 す る こ とが 前 提 とな るか らで

あ り,こ の こ とは 際限 の な い訴 訟 を引 き起 こす で あ ろ う」 と述 べ て い る。

.さ らに 多数 派 報 告が 地価 課税 に反 対 す る根 拠 は 税 務 行 政 の上 で費 用 が か か り

す ぎ る とい う もの で あ る。 ロ ソ ドソだ け で不 動 産 は59万 件 存在 し,訴 訟 対 策 費

用 を 除外 して も課 税 評 価 費 用 は4万 ポ ン ドを上 回 り,ロ ソ ドソ の地 価 の1ポ ン

ドあ た り3ペ ンス とな る と され て い る。

以 上 の よ うな証 言 を踏 ま えて 多数 派報 告 は 地価 課税 の前 提 とな る土 地 と建 物

の分 離 的 課 税 評 価 が不 可能 で は な い が,そ の シ ス テ ムは か な り不 確 実 で あ り,

複 雑 かつ 高価 とな り,.地 主 と占有 者 との 間 で レ イ ツ を分 割 す る こ とに役 立 た な

い,地 方 税 制 の応 能 原 則 と応 益 原 則 に照 ら して も土 地 に のみ 課 税 す る こ とに は

問 題 が あ る,価 値 の増 大 して い る土 地 と下落 して い る土 地 との効 果 的 区別 が 困

難 で あ る な ど と結 論 して い るg

② 少 数 派 報 告

少 数 派 報 告 は正 式 タイ トル を 「都 市 の レ イ ト課 税 と地 価 に関 す る個 別 報 告 」

と題 してバ ル フ ァ ー卿 ら五 名 の 手 に成 り,前 項 で検 討 した 多数 派 報 告 第9章

「土 地 価 値 へ の レイ ト課税 」 に 同意 し え ない 点 を以 下 の順 序 で主 張 して い る10)。

① 序

地 方 当 局 の 支 出増 の 大 き な部 分 は 都 市 改 良 に用 い られ て い る。 それ は地 方 的

性 格 を持 ち,国 家 か らの援 功 の 要 求 は な い。 こ の支 出 に よ って不 動 産 所 有 者 と

占有 者 が 主 に利 益 を得 るの で,他 の 源泉 か ら負 担 を求 め る問 題 は生 じな い。 現

行 の ま ま で は地 価 は地 方 目的 の た め に課 税 され ず,不 十 分 な課 税 です む 富 の 源

泉 とな って い る。

② 都 市 的 土 地 保 有

都 市 の課 税 対 象 物 件 は幾 人 か の者 に権 利 と利 害 が 分 配 され る。 す な わ ち 開発

され つつ あ る都 市 的土 地 に お い て通 常採 用 され て い る建 築 シ ス テ ム と して は,

ユ0)Ibid.,SeparateReportonUrbanRatingandSiteVa」ues,pp153-176.
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α)地主 が 自 らの 土地 に建 築 す るか,地 主 が 建 築 後 に 土地 を建 築者 に 売 却 す る と

い う自 由権 保有 建築 シス テ ム,@地 主 が終 身 年 金 と引 き換 えに 自 らの 土地 を売

却 す る地 代 徴収 シス テ ム,㈲ 自由 権 保 有 者 が建 築 り 一ス を譲 渡 し,80な い し99

年 の地 代 を と って お き,期 間 終 了 後,土 地 と建 物 は地 主 に返 還。 住 宅 は建 築 施

主 に よ って は ほ とん ど占 有 され ず.建 築 者 は それ を 売 るか貸 し.,改 良 され た地

代 を と って お くか 売 却 す る と い う ロ ン ドン貸 借 権 保 有 シス テ ム とい う三 つ の 代

表 的 な 建築 シス テ ムが 存 在 す る。 第 三 の シ ス テ ムに 関 して は二 つ の 副 次 的 な点

が あ る。 そ れ は 地 代 が60年 前 に固 定 され た の で,そ れ は 土地 の真 実 の 価値 を表

さず,不 動 産 に 課 せ られ る最 初 の チ ャー ジ を形 成 す る年 賦金 にす ぎ ない し,改

良 され た地 代 は 元 来 の 地 代 の 後 に資 産 に課 せ られ て形 成 され た年 賦 金 で あ り,

実 際 の 土地 価値 の 参 考 に は な らな い とい う点 が 第一 点 で あ る。 第 二点 は 地 代 が

敷 地 と建 物 の両 方 に 関 す る もので あ り,地 主 は 賃 貸 終 了 後 に すづ て の 資 産 の 財

産 回復 権 を有 し,住 宅所 有 者 は 土 地 か ら区 別 され た 住 宅 の所 有 者 で は な く一 時

的 な所 有 も し くは 賃 借 に す ぎ ない の で,地 主(groundlandlord)と 住 宅 所有

者(houseowner)と い うあ りふ れ た 言 い 方 は ま ち が い で あ る とい う点 で あ る。

④ 現 行 レイ ツ の帰 着

契 約 時 の レイ ツ負 担 の 問 題 が 重 要 で あ り,地 主 は 敷 地 価 値 に比 例 して レ イ ツ

を真 に 負担 す る。予 期 で きな い レ イ ツ の増 加は 当分 の間,賃 借 人 が 負 担す る。

負 担 の.一.部は消 費財 価 格 の上 昇 と い う形 態 で前 方 に転 嫁 され る。 占有 者 は 公共

的 改良 の た め に レ イ ツ と地 代 増 と で二 度 支 払 う。

④ レ イ ツ の分 割

レイ ツを 地主 と占 有 者 との 間 で 分 割 す る とい う試 みは い くっか な され て きた

が,そ の よ うな 計 画 が た と え効 果 的 で あ っ た と して も地 方政 府 の ます ます 増 大

す る民 主 主 義 的 な性 格 と両 立 しな いで あ ろ う。

⑤ 敷 地 価 値 へ の レ イ ト課税

ロ ン ドン県 当 局 と フ レ ッチ ャ ー ・モ ウル トソ氏 に よ って敷 地 価 値 を課 税 ベ ー

ス とす る レ イ ト課税 が提 唱 され た 。 これ は わが 国 の植 民 地 で先 例 が あ る。

'命

、そ

昆

真

盛

(
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⑥ ロ ン ドン県 の 計 画

そ の 目的 は新 た な収 入 を得 る こ とで あ っ た が,考 え 方 と して は 公 共 資 金 か ら

の か な りの 支 出 が 敷 地 価 値 の増 大 に寄 与 して い る の で,そ の所 有 者 へ の なん ら

か の直 接 課 税 に よ って 収 入 を得 るべ きで あ る とい う こ とが 前提 され て い た 。 税

率 は エポ ン ドあ た り6ペ ンス か ら始 め て新 た な支 出 に あ わ せ て増 税 す る。

⑦ フ レ ッチ ャー ・モ ウル トソ氏 の 計 画

現 行 の レ イ ッ を地 価 に対 す る地 主 へ の 課 税 と建 物 価 値 に対 す る 占有 者 へ の課

税 と の二 重 シ ス テ ム に よ って置 き換 え る こ と を 内容 とす る。 前 者 の ほ うを よ り

重 課 にす る。 例 え ば前 者 が1ポ ン ドに っ き8ペ ンス とす れ ば 後 者 は 同 じ く6ペ

ンス とい うよ うに。 そ の根 拠 は,都 市 に お け る土 地 の価 値 の 増 大 は 巨額 の地 方

支 出 が継 続 され る時 に のみ 維 持 され うる の で,こ の よ うな 地 方 支 出 は 土 地 価 値

の増 加 の か な りの 部分 を地 主 の所 有 と して い る こ とで あ る。 さ らに建 物価 値 へ

の課 税 が住 宅 を貧 しい もの にす る傾 向 が あ る の に対 して,土 地 へ の課 税 は そ の

よ うな効 果 が な い。

⑥ 上 記 二計 画 に対 す る批 判

第 一 の コメ ン トは敷 地 価 値 の定 義 に 同 意 す る と して も,誰 が そ の所 有 者 で あ

るか を決 定 す る こ とに 同意 が得 られ て い な い とい うこ と で あ る。 次 の事 例 に基

づ い て こ の こ とを説 明す る。

1830年

1870年

1899年

AがBに 土地 を貸す

Bは 住宅 を建 ててCに 貸す

CはDに 又貸す

DはEに 又貸す

15£ で

75£ で

100£ で

120£ で

この場 合.敷 地 価値 は60£,建 物 価 値 は60£ で あ り,レ イ ト課 税 評 価 額 は

120£ とな る。 こ の事 例 を巡 っ て前 記 の モ ウル トソ氏 とハ ーバ ー氏 は 敷 地 価 値

の所 有 者 につ い て 異 な った 見解 を持 って い る。 そ れ は 次 の よ うに表 示 され る。
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フ レ ッチ ャ ー ・モ ウル トソ氏 の 見 解

地 種 価 値 が どの よ うに享 受 され て きた か,享 受 され て い るか

年 睾雛域BC
183015£00

187015£25£0

189915£45£0

D

O

O

O

E総 敷地価値

015£

040£

060£

ハ ーバ ー氏 の見 解

年AB

183015£0

187015£0

189915£0

CDE

OOO

25£00

25£20£0

総 敷地 価値

15£

40£

60£

上記二氏の計画は機能 しないし公平でもない。とい うのは,も し資産に関す

るなん らかの未実現の利得が存在するならば,そ れはCとDの 手元にあるのに,

モウル トン氏の提案ではCとDは 免除にされるからである。またハーバー氏の

計画では土地価値の増加分 を受け取 るのは賃借人であるのに,敷 地価値への課

税 は地主に対 してなされ る。

⑨ 現行の契約 と抵当融資

賃貸人 よりも賃借人のほ うが賃貸期間中は敷地価値の真の所有者である。賃

借人の大多数は12か 月以内の契約であり,レ イツを直接には収めていない。労

働者階級向け供宅供給の困難さは真に難問であるが,提 案されている契約の破

壊は彼 らのヨードを接助せず,か えって信頼関係を壊 し,建 築企業の意欲をそ

ぐだけである。また建築の大部分は借入金によって行われているので.抵 当債

権者が敷地価値 の所有者で納税の義務を負うべきであると考えるか否かがまず

問題となる。少数派はモウル トソ氏と同様に抵当債権者は納税の義務を負 うべ

きではないと考える。

⑩ 敷地価値に対するレイ ト課税はいったい何を意味するのか

政治的にも感情的にも所有者に直接課税するシステムが望ましい。都市の土
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地は未開発の収入源ではないが,「 便益をもたらす」地方歳出に関わる負担を

担 うのに適 しているのが都市の敷地価値である。敷地価値は本質的に地方的で

あ り,そ れへの課税の効果は第一義的には負担の地方的再分配であり,異 なっ

た地域や異なった相続財産の間の負担の再分配ではない。

⑪ なぜ敷地価値はレイ ト課税されるべきであるのか

都市の土地所有者は自らの努力や行為によらない価値の増加,あ るいは彼 ら

の統制が及ばない原因による価値の増加を受領してきたし,受 領しっっある。

また都市の敷地価値は公的当局による改良のための支出による価値の増加とい

う性質も持つ。そのような支出の負担 と便益 とを異なった地域にわたって関連

づけることは非常 に困難なのであるが,改 良の便益が敷雄に帰する.ので,そg

価値に比例 して必要.な課税 を行 うとい う説は説得的である。

敷地価値への特別なレイ ト課税を支持するさらに重要な運由がある。.第一は,

産業 と開発に対す る税制の効果 に関す.るものである。現行のレイツは建築 を妨

げ,住 宅を不足 させ,低 質化させ,高 師 にする傾向がある。それに対 レて地価

課税にすれば 郊外の建築炉増加して都市全体では住宅需要圧力を減 らし,建

築価値への負担を減ず ることによって住宅の質 も改善され,労 働者向け住宅供

給問題を軽減する。

第二は建物は修理や更新を必要 として壊れやすいのに比べて敷地は永遠であ

り価値 も増加するとい う点である。

さらに国家財政に関連 して,そ れは国庫補助金への依存 を軽減するし,そ の

ような補助金 によって都市の土地価値が増大 してきたのであるか.ら地価課税が

行われるべきである。(未 完)


